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【内容要旨】 

 

 ICT の進歩，プラットフォーム・エコノミーの進展は，使用者の指揮命令に拘束された伝統

的な働き方とは異なる役務提供や，労働法が伝統的に名宛人としてきた使用者を特定しがたい

就業形態をもたらしている。そこに 2020 年初頭から新型コロナウイルス感染症によるパンデ

ミックが加わり，テレワークを含め，就業形態の多様化が加速した。 

労働法は労働関係における社会的弱者である労働者に対してセーフティネットを用意し，それ

がコロナ禍による就業制限，収入減少に対しても一定程度機能した。しかし，そうした保護は

労働者ではない役務提供者には適用されず，雇用と非雇用の境界が曖昧化する中で，両者の中

間に位置する雇用類似就業者に対する社会的保護が重要な政策課題として認識されることと

なった。 

このような状況は日本に限られず，労働法の適用を雇用と非雇用という二分法により決する伝

統的システムについて見直しを迫る議論が世界各国で有力化している。もっとも，社会的弱者

に対する保護は労働法のみによって担われるべきものでもなく，隣接諸法領域や法規制以外の

諸施策が担うことも考えられる。そこで，まずは労働法による保護と，関係隣接法領域や他の

施策による社会的弱者に対する保護の状況の確認が必要となる。そしてそれらの法規制が，重

層的に適用される場合には，相互の規制の重複に矛盾や問題がないか，各法システムが相互補

完的関係にある場合には，その補完関係が適切な組み合わせになっているのか等の検証が必要

となる。そして，いずれの法システムも保護を提供し得ていない場合には，新たにいかなる保

護を設定すべきかの検討が必要となる。 

本研究では新たな雇用・就業関係の展開に対して労働法とその隣接法システムや諸施策が適切

な社会的保護を提供し得ているのかを検証し，今後の労働法の役割や他の法システムとの調

整・協働の在り方を検討した。具体的には、日本法については、労働者・使用者の概念を確認

した後、労働法と化学物質情報（安全衛生規制との関係）、民法（使用者責任、意思能力との関

係）、労働市場法（高齢者雇用関係）、倒産法（企業年金との関係）、社会保障法（フリーランス

と年金関係）の交錯問題を検討した。比較法研究としては、ドイツ（クラウドワーカー）、イギ

リス（労働時間の限界領域としての睡眠時間）、アメリカ（競業避止義務、共同使用者、反トラ

スト法との法関係）、台湾（会社法との交錯問題としての法人格否認の法理）における労働者・

使用者概念の境界領域の問題や競争法、会社法との交錯問題等について検討を行った。 

 


